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愛媛県拠点 

 愛媛県は、魚類養殖が盛んで全国屈指の生産量
を誇る一大産地です。県内各地で様々な養殖が行
われていますが、養殖は海岸部に限った話ではあ
りません。 

このたび、環境事業などを手掛ける「株式会社
イージーエス」（新居浜市）が、標高150ｍの山中
で、温泉水を用いた「とらふぐ」の試験養殖を始
めました。
 同社では、技術先行する会社での研修や研究を
重ね、平成28年３月、観光施設マイントピア別子
敷地内に容量5.6ｔの水槽４基を備えた施設を建設
しました。養殖水は、温泉水に塩分を混ぜて人工
海水を造り、炭やサンゴでろ過して飼育期間であ
る約１年間循環させて使用します。 

「温泉とらふぐ」で地域活性化 ～株式会社イージーエス～  

 ６月29日に先行テストとして稚魚20匹、７月６日
に337匹を放流し、平成29年１月には350匹を追加放
流する予定です。訪れたこの日も、餌をやると飛び
跳ね、群れをなして勢い良く泳いでいました。 
 同社によると、塩分濃度を海水より大幅に低い
0.8～0.9％に、水温を22～23度に保つことでストレ
スやカロリー消費が少なく、丈夫で成長が早くな
り、約１年で出荷サイズの１㎏に育つそうです。さ
らに、温泉成分の影響で身が引き締まり、コリコリ
した食感になるとのこと。

「イージーエス」社員による飼育風景 

 同社では、マイントピア別子施設内のレストランで特
産品として気軽に味わえる仕組みや、新居浜の郷土料理
「ふぐざく」と合わせてＰＲしていくことを検討してい
ます。 
 同社グリーンサービス部の眞鍋部長は、「将来的には
１万～２万匹の養殖体制を確立し、新たな愛媛・別子ブ
ランドとして県内外に売り出したい。みかんの皮を使っ
た餌なども研究し、地域活性化に貢献したい」と語って
いました。
 高齢化と人口減による中山間地域の衰退が懸念される
中、温泉という地域の水資源を活用した「温泉とらふ
ぐ」が地域活性化の起爆剤になることを期待します。 

群れをなして泳ぐ体長５～７ｃｍの稚魚 

棚田（内子町泉谷地区） 

マイントピア別子内の養殖施設



 お米や米加工品は、米トレーサビリティ法により、業者間の取引等の記録の作成・保存、一般
消費者までの産地情報の伝達が義務付けられています。 
 お米の流通に関する相談や疑わしい情報がありましたら、お近くの米穀流通監視相談窓口にお
問い合わせください。 
 詳しくは、こちらをご覧ください。 
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/brochure.html （「米トレ法」で検索） 

 応募用紙及び応募方法は農林水産省ホームページに掲載しています。以下のＵＲＬよりダウン
ロードしてください。応募用紙の電子データをＣＤ－Ｒに保存し、所定の提出先へご郵送下さい。  
http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/discover.html （「農山漁村の宝」で検索） 

 地域において、新たな需要の発掘・創造や埋もれていた地域資源の活用により、農林水産業・地
域の活力創造につながる下記のいずれかに該当する取組です。  
○ 美しく伝統ある農山漁村の次世代への継承  
○ 幅広い分野・地域との連携による農林水産業や農山漁村の再生  
○ 国内外の新たな需要に即した農林水産業の実現 

 選定証が授与され、農林水産省ホームページで活動が紹介されるほか、各種メディア媒体への紹
介記事掲載や、様々なイベントへの出展支援などを通じて、全国的な情報発信の後押しが受けられ
ます。 

米トレーサビリティ制度について                                                                                                                                                                   

                                                                      

インフォメーション 

    ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 
第３回募集！ 
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 農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる
優良事例を選定し、全国に発信するものです。優良事例が20地区程度選定されるほか、この優良事
例の中からグランプリ１件、特別賞３件程度選定されます。  
※特別賞は政策テーマ（地方創生、インバウンド、輸出、女性・高齢者・障害者の活躍 等）に
沿った取組を選定する予定。  

～６月・７月は米トレーサビリティ制度の監視強化月間です～ 

募集期間：平成28年６月14日(火)から平成28年８月15日(月)まで(他薦は８月１日(月)まで) 

 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」とは 

 「ディスカバー農山漁村の宝」に選定されると…  

 対象となる取組 

 応募・選定について  




